
犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料収納事務委託 

に関する要綱 

平成１４年４月 1 日制定 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２

第１項及び防府市財務規則（平成８年防府市規則第６号）第４６条の規定に

基づき防府市手数料条例（平成１２年条例第１９号）第２条第１項別表に規

定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料（以下「手数料」

という。）の収納事務（以下「収納事務」という。）の委託に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 （契約） 

第２条 収納事務を受託できるものは、防府市内の開業獣医師が所属する防府

狂犬病予防会議とする。 

２ 市長は、収納事務を委託しようとするときは、防府狂犬病予防会議と収納

事務委託契約（以下「契約」という。）を締結し、委託するものとする。 

 （犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票） 

第３条 市長は、あらかじめ防府狂犬病予防会議に犬の鑑札及び狂犬病予防注

射済票を交付するものとする。 

２ 防府狂犬病予防会議は、市長から交付された犬の鑑札及び狂犬病予防注射

済票を厳正に管理し、紛失したり、不正に交付することがあってはならない。 

３ 防府狂犬病予防会議は、契約期間終了後狂犬病予防注射済票に残余分があ

るときは、すみやかに市長に返還しなければならない。 

 （手数料の収納） 

第４条 防府狂犬病予防会議は、未登録犬所有者が必要事項を記入した犬の登

録申請書（医院用）（第１号様式）を受理した場合、犬の鑑札と引き換えに手

数料を収納するものとする。 

２ 防府狂犬病予防会議は、狂犬病予防注射を実施する場合、犬所有者が必要

事項を記入した犬の登録申請書（医院用）若しくは狂犬病予防注射実施票兼

登録変更届（医院用）（第２号様式）又は市長が犬所有者に送付した狂犬病予

防注射案内通知を受理し、狂犬病予防注射済票と引換えに手数料を収納する



ものとする。 

 （領収書の交付及び帳簿の整備） 

第５条 防府狂犬病予防会議は、前条第１項の犬の登録手数料を収納する場合、

領収印を押印した領収書（第３号様式）を犬所有者に交付するとともに、収

納した金額を犬の登録手数料収納整理表（第４号様式）に記載して帳簿を整

備するものとする。 

２ 防府狂犬病予防会議は、前条第２項の狂犬病予防注射済票交付手数料を収

納する場合、領収印を押印した領収書（第５号様式）を犬所有者に交付する

とともに、収納した金額を狂犬病予防注射済票交付手数料収納整理表（第６

号様式）に記載して帳簿を整備するものとする。 

３ 防府狂犬病予防会議は、収納事務を受託したときは、前項の領収書の交付

に使用する領収印の印影を収納事務に係る領収印報告書（第７号様式）にて

市長へ届け出るものとする。 

（手数料の保管） 

第６条 収納した手数料及び犬の登録申請書（医院用）、狂犬病予防注射実施票

兼登録変更届（医院用）、狂犬病予防注射案内通知を納入日まで厳正に保管し、

手数料を他に流用することがあってはならない。 

 （手数料の納入） 

第７条 防府狂犬病予防会議は、収納した手数料を毎月末日に収納した１か月

分の手数料を集計し、速やかに直接市長に収めるものとする。また、その際

に、犬の登録申請書（医院用）、狂犬病予防注射実施票兼登録変更届（医院用）、

狂犬病予防注射案内通知及び犬の登録・注射件数集計表（医院用）（第８号様

式）を市長に提出し納入額が適正であることの確認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により納入された手数料が適正であることを確認し受

領したときは、防府狂犬病予防会議に対して領収書（第９号様式）を交付す

るものとする。 

 （受託者への通知） 

第８条 市長は、収納事務を委託したときは、収納明細書（第１０号様式）に

より受託者に通知するものとする。 

 （身分を示す証票の交付） 



第９条 市長は、収納事務を委託したときは、収納事務委託証（第１１号様式）

を防府狂犬病予防会議へ交付するものとする。 

 （収納事務委託料） 

第１０条 収納事務の委託料の額及び支払時期、方法は市長が別に定める。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、収納事務の委託実施について必要な

事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２６年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は令和６年４月１日から施行する。 



第１号様式

　　犬の登録申請書 (医院用）

　　　　－

犬の名前 犬の種類

性　　　別 毛　　　色

申請者（飼い主）　氏　名
犬の生年月日 成犬時の体格

生年月日
犬取得の方法

郵便番号

そ の 他
特記事項

記入上の注意

住 所 　防府市 １．犬の所在地が防府市でない場合、防府市での登録はできません。

２．申請者の生年月日は必ず記入してください。

３．太枠内だけを記入してください。

４．選択肢がある項目は該当事項を○で囲んでください。毛色については

電話番号 　混色であれば該当の色すべてを選んでください。

５．不明の点は獣医師、または市環境政策課(25-2172)にお尋ねください。

No.

　　　　　　年　 　　月　 　　日

大　・　中　・　小

（宛先）防府市長　　

　Ｍ　・　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※登録番号 ※注射番号

購入　・　未登録犬の譲受　・　その他（　　　　　　　　　）

オス　・　メス 白 ・ 黒 ・ 茶 ・ その他（　　　　）

雑・（　　　　　　　　　　）

　　　　　　年　　　月　　　日

　　狂犬病予防法第４条第１項の規定により、右記載の犬につい

　て登録を申請します。



第２号様式

犬の生年月日

防府市

変更事項

変更前

変更後

記入上の注意

１．太枠内を記入してください。

２．登録番号は登録鑑札の年度及び刻印番号を記入してください。

３．登録番号が不明の場合は、市環境政策課（２５－２１７２）に問い合わせください。

４．譲渡された場合等登録内容に変更がある場合は、変更届の欄を記入してください。

No.

※注射番号

生年月日

電話番号

Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ　　　　　年　　　　月　　　　日

狂犬病予防注射実施票兼登録変更届  (医院用）

実施日 　 　　    　  年   　  月　      日

１．所有者     ２．住所   ３．その他（             ）

変
更
届

登録番号

犬の名前

飼い主住所

飼い主氏名

　　　　年　　　　月　　　　日



第３号様式

摘要：犬の登録手数料１件

（交付番号 ）
上記の金額を領収しました。

領収日付印

領　収　書
金額

防府狂犬病
予防会議



第４号様式

No.
交付登録番号 飼い主氏名 交付日 収納額 交付登録番号 飼い主氏名 交付日 収納額

防府狂犬病予防会議 交付枚数合計 件

担当獣医師名 　 収納金額合計 円

犬の登録手数料収納整理表

1
　　　　年
　　　月　　日

26
　　　　年
　　　月　　日

2
　　　　年
　　　月　　日

27
　　　　年
　　　月　　日

3
　　　　年
　　　月　　日

28
　　　　年
　　　月　　日

4
　　　　年
　　　月　　日

29
　　　　年
　　　月　　日

5
　　　　年
　　　月　　日

30
　　　　年
　　　月　　日

6
　　　　年
　　　月　　日

31
　　　　年
　　　月　　日

7
　　　　年
　　　月　　日

32
　　　　年
　　　月　　日

8
　　　　年
　　　月　　日

33
　　　　年
　　　月　　日

9
　　　　年
　　　月　　日

34
　　　　年
　　　月　　日

10
　　　　年
　　　月　　日

35
　　　　年
　　　月　　日

11
　　　　年
　　　月　　日

36
　　　　年
　　　月　　日

12
　　　　年
　　　月　　日

37
　　　　年
　　　月　　日

13
　　　　年
　　　月　　日

38
　　　　年
　　　月　　日

14
　　　　年
　　　月　　日

39
　　　　年
　　　月　　日

15
　　　　年
　　　月　　日

40
　　　　年
　　　月　　日

16
　　　　年
　　　月　　日

41
　　　　年
　　　月　　日

17
　　　　年
　　　月　　日

42
　　　　年
　　　月　　日

18
　　　　年
　　　月　　日

43
　　　　年
　　　月　　日

19
　　　　年
　　　月　　日

44
　　　　年
　　　月　　日

20
　　　　年
　　　月　　日

45
　　　　年
　　　月　　日

21
　　　　年
　　　月　　日

46
　　　　年
　　　月　　日

22
　　　　年
　　　月　　日

47
　　　　年
　　　月　　日

23
　　　　年
　　　月　　日

48
　　　　年
　　　月　　日

24
　　　　年
　　　月　　日

49
　　　　年
　　　月　　日

25
　　　　年
　　　月　　日

50
　　　　年
　　　月　　日



第５号様式

摘要：狂犬病予防注射済票交付手数料１件 

（交付番号  年度 ）
上記の金額を領収しました。

防府狂犬病
予防会議

領収日付印

領　収　書
金額



第６号様式

No.
交付番号 飼い主氏名 交付日 収納額 交付登録番号 飼い主氏名 交付日 収納額

防府狂犬病予防会議 交付枚数合計 件

担当獣医師名 　 収納金額合計 円

狂犬病予防注射済票交付手数料収納整理表

1
　　　　年
　　　月　　日

26
　　　　年
　　　月　　日

2
　　　　年
　　　月　　日

27
　　　　年
　　　月　　日

3
　　　　年
　　　月　　日

28
　　　　年
　　　月　　日

4
　　　　年
　　　月　　日

29
　　　　年
　　　月　　日

5
　　　　年
　　　月　　日

30
　　　　年
　　　月　　日

6
　　　　年
　　　月　　日

31
　　　　年
　　　月　　日

7
　　　　年
　　　月　　日

32
　　　　年
　　　月　　日

8
　　　　年
　　　月　　日

33
　　　　年
　　　月　　日

9
　　　　年
　　　月　　日

34
　　　　年
　　　月　　日

10
　　　　年
　　　月　　日

35
　　　　年
　　　月　　日

11
　　　　年
　　　月　　日

36
　　　　年
　　　月　　日

12
　　　　年
　　　月　　日

37
　　　　年
　　　月　　日

13
　　　　年
　　　月　　日

38
　　　　年
　　　月　　日

14
　　　　年
　　　月　　日

39
　　　　年
　　　月　　日

15
　　　　年
　　　月　　日

40
　　　　年
　　　月　　日

16
　　　　年
　　　月　　日

41
　　　　年
　　　月　　日

17
　　　　年
　　　月　　日

42
　　　　年
　　　月　　日

18
　　　　年
　　　月　　日

43
　　　　年
　　　月　　日

19
　　　　年
　　　月　　日

44
　　　　年
　　　月　　日

20
　　　　年
　　　月　　日

45
　　　　年
　　　月　　日

21
　　　　年
　　　月　　日

46
　　　　年
　　　月　　日

22
　　　　年
　　　月　　日

47
　　　　年
　　　月　　日

23
　　　　年
　　　月　　日

48
　　　　年
　　　月　　日

24
　　　　年
　　　月　　日

49
　　　　年
　　　月　　日

25
　　　　年
　　　月　　日

50
　　　　年
　　　月　　日



第７号様式 

収納事務に係る領収印報告書 

  年  月  日 

 

 

（宛先）防府市長 

 

防府狂犬病予防会議 

議長   

 

 防府市手数料条例（平成１２年条例第１９号）第２条第１項別表に規定する犬の登

録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料に使用する領収印について、下記のとお

り報告します。 

記 

 

１ 収納事務委託期間 

       年  月  日～    年  月  日 

 

２ 収納事務に使用する領収印の印影 

 

  
印  影 

 



第８号様式

              犬の登録・注射件数集計表（医院用）

           　　　月分                   　　    年    月    日提出

項目

犬区分

新規分

既登録済分 ＊＊＊＊＊＊＊

計 金 額 計

金   額

防府狂犬病予防会議　　　　

取扱獣医師名

登録件数 注射件数 備     考



第９号様式

防府狂犬病予防会議

様

￥

　但し、犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料として

円 × 件 ＝ 円

円 × 件 ＝ 円

　上記のとおり領収しました。

　　    年    月    日

防府市出納員

第９号様式

防府狂犬病予防会議

様

￥

  但し、犬の登録及び狂犬病予防注射手数料として

登録料 ３，０００円 × 頭 ＝ 円

注射料 ５５０円 × 頭 ＝ 円

  上記のとおり領収しました。

平成    年    月    日

防府市生活環境部

生活安全課長

領    収    書

橋本　正行

領    収    書

犬の登録手数料

注射済票交付手数料



第１０号様式 

収納明細書 
 

１ 納入義務者    防府狂犬病予防会議 議長 

 

２ 所属年度         年度 

 

３ 歳入科目     会計 １０ 一般会計 

           款  １４ 使用料及び手数料 

           項  ０２ 手数料 

           目  ０３ 衛生手数料 

           節  ０１ 保健衛生手数料 

           細節 ０２ 狂犬病予防注射手数料 

           ０３ 犬の登録手数料 

 

４ 納入すべき金額  防府市手数料条例（平成１２年条例第１９号）第２条第１項 

別表に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交 

付手数料の金額 

 

５ 納期限      毎月末日に収納した１か月分の手数料を集計し、速やかに直

接市長に収めるものとする。 

 

６ 納入場所     防府市生活安全課 

 

７ 納入請求の理由  犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料収納事 

務委託契約書 

  



第１１号様式 

収納事務委託証 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、収納

の事務を委託した。 

 

相手方  防府狂犬病予防会議 議長 

 

収納する手数料 犬の登録手数料 

   狂犬病予防注射済票交付手数料 

 

委託期間      年  月  日から 

       年  月  日まで 

 

防府市長  松 浦 正 人 

 


